
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱可塑性合成繊維フィラメントＡが弾性繊維の周囲を被覆してなる被覆弾性糸と熱可塑性
合成繊維フィラメントＢとが、編み地の結節点を共有して編成されている伸縮性起毛編み
地であって、熱可塑性合成繊維フィラメントＢ及び熱可塑性合成繊維フィラメントＡの両
方のフィラメントが起毛されており、かつ該フィラメントＢの単繊維繊度ｂ ( デニール ) 
と該フィラメントＡの単繊維繊度ａ ( デニール ) との比 ( ａ / ｂ ) が 2 以上であることを
特徴とする、耐ピリング性に優れた伸縮性起毛編み地。
【請求項２】
弾性繊維がポリウレタン弾性繊維である請求項 1 に記載の伸縮性起毛編み地。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、衣料用および椅子張り用に好適な耐ピリング性に優れた伸縮性起毛編み地に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
熱可塑性合成繊維フィラメントを使用した起毛編み地はその高級感から、婦人向けパンツ
、スカ－ト、コ－ト等の衣料用途や、椅子張りなどの資材用途に好んで使用されている。
最近では、この編み地にポリウレタン弾性繊維を応用して、伸縮性を付与することにより
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着心地を改善し、風合いをソフトにすることや、椅子張りにおいて成型性を良好にする等
の試みが行われている。
しかし、伸縮性を付与した起毛編み地は、概してピリングが発生しやすいことが問題とな
っている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
起毛編み地は、本来ピリングが発生しやすいものである。それは、編み地の表面に無数の
、端末が自由な毛羽を有しており、これが着用中の摩擦によって伸長され端末がカ－リン
グ（渦を巻く）したところへ他の毛羽が絡み付いて毛玉が成長しピリングとなりやすいた
めである。
【０００４】
これに対し、熱可塑性合成繊維フィラメントを針布起毛するに際して、極限まで延伸した
うえでカット起毛（繊維を最終的に切ってしまう起毛方法）し、さらに余分に長い繊維を
シャ－リング（剪毛：刃で刈り込むこと）することで、ピリングの発生を抑えてきた。
【０００５】
しかしながら、ポリウレタン弾性繊維を応用して伸縮性を付与した編み地においては、伸
長時にウェ－ルとウェ－ルの間が開き非起毛部分が露出する。この非起毛部分には、起毛
処理に際して中途半端に起毛針にかけられた糸が存在し、ピリングを形成しやすいという
問題がある。
本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、耐ピリング性の
改善された伸縮性の良好な起毛編み地を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、ポリウレタン繊維などの弾性繊維の周囲を熱可塑性合成繊維フィラメント
（Ａ）により被覆した被覆弾性糸を編成した伸縮性起毛編み地のピリングを防止するため
には、該被覆弾性糸と起毛用に使用される熱可塑性合成繊維フィラメント（Ｂ）とが編み
地の結節点を共有するように編み地を編成し、起毛処理によって熱可塑性合成繊維フィラ
メントＢのみならず、熱可塑性合成繊維フィラメントＡも実質的に起毛されるような編み
地とし、しかも当該フィラメントＡ及びＢの単繊維繊度が特定の関係を満たすようにする
ことにより、良好な耐ピリング性が得られることを見いだし本発明に到達した。
【０００７】
即ち、本発明は、熱可塑性合成繊維フィラメントＡが弾性繊維の周囲を被覆してなる被覆
弾性糸と熱可塑性合成繊維フィラメントＢとが、編み地の結節点を共有して編成されてい
る伸縮性起毛編み地であって、熱可塑性合成繊維フィラメントＢ及び熱可塑性合成繊維フ
ィラメントＡの両方のフィラメントが起毛されており、かつ該フィラメントＢの単繊維繊
度ｂ ( デニール ) と該フィラメントＡの単繊維繊度ａ ( デニール ) との比 ( ａ / ｂ ) が 2 
以上であることを特徴とする、耐ピリング性に優れた伸縮性起毛編み地である。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明において使用される熱可塑性合成繊維フィラメントＡ及びＢとしては、ポリエステ
ル、ポリアミド、エチレン－酢酸ビニル系共重合体の鹸化物などの熱可塑性重合体からな
るフィラメントが好ましく使用される。ポリエステルとしては、例えば、ポリエチレンテ
レフタレ－ト、ポリトリメチレンテレフタレ－ト、ポリブチレンテレフタレ－ト等のポリ
アルキレンテレフタレートが好ましく使用される。また、これらアルキレンテレフタレー
トの繰り返し単位を主体骨格とし、イソフタル酸、 5-ナトリウムスルホイソフタル酸、ア
ジピン酸、セバシン酸、ジエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリブチレン
グリコールなどの第 3 成分を共重合した変性ポリエステルであってもよい。
【０００９】
ポリアミドとしては、例えば、ナイロン６、ナイロン６６等のポリアミドを挙げることが
でき、これらも第 3 成分によって適宜変性されていても差し支えない。
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【００１０】
さらに、本発明においては、これらのポリマーを 2 種以上用いて、任意の複合形態、例え
ば、ポリマ－複合（芯鞘型、サイドバイサイド型、多層貼り合せ型、ランダム型複合紡糸
や混合紡糸など）、紡糸複合（紡糸混繊糸など）、ヤ－ン複合（通常の混繊糸、構造加工
糸）することが可能である。
【００１１】
本発明において使用される弾性繊維を構成するポリマー素材は、特に限定されず、ポリエ
ーテル系ポリウレタン、ポリエステル系ポリウレタンなどのポリウレタンエラストマー、
オレフィン系エラストマー、シリコン系エラストマー、ジエン系ゴムなどから得られる弾
性繊維が使用できるが、本発明においては、８５％以上のセグメント化されたポリウレタ
ンからなる繊維が好ましく使用される。尚、ポリウレタン弾性繊維の製法については、乾
式紡糸、溶融紡糸、湿式紡糸であるかを問わない。
【００１２】
本発明において、熱可塑性合成繊維フィラメントＡが弾性繊維の周囲を被覆する形態は、
特に限定されず、中空スピンドルによるカバ－リング方式、流体噴射方式（空気あるいは
水）、仮撚方式、撚糸方式のどの方式による被覆弾性糸の製造方式によってもよい。
【００１３】
本発明において、編み地の結節点を共有するとは、被覆弾性糸と熱可塑性合成繊維フィラ
メントＢが同一の給糸口から給糸されて同一の編目を形成することを意味する。共有編目
は多ければ多い程好ましいが、起毛面のすべての編目を共有する必要はない。複数の糸が
編目を共有するには、同一の給糸口から、編針に糸を供給すればよいが、本発明のような
起毛編地においては、主として起毛される糸を外側に出すのが好ましいので、給糸におけ
る張力は熱可塑性合成繊維フィラメントＢで小さく、被覆弾性糸においては大きくするこ
とが好ましい。
【００１４】
本発明において、起毛（起毛処理）とは、針状の突起等によって、単繊維を引き出しある
いはカットすることで、有毛調の外観を有せしめる加工を言うのであって、針布起毛、ペ
ーパー起毛、アザミ起毛、水起毛などの方式を問わない。
また、起毛されているとは、マルチフィラメントの一部が上記突起等によって単繊維が引
き出された状態、カットされた状態いずれをも含むものである。
【００１５】
本来、フィラメントの起毛は、単繊維の繊度が大きいものの方が起毛され易いが、ピリン
グが発生しやすくなる。一方、単繊維の繊度が小さいものは、起毛しにくいが、いったん
起毛されたものは、ピリングが発生しにくい。その理由は、起毛しにくい繊維を何度も起
毛することによって、繊維が延伸された末に、カ－ルしてピリングの核になる挙動を示さ
ないためであると推定される。
【００１６】
本発明において、被覆弾性糸は、熱可塑性合成繊維フィラメントＢの下に隠れるように編
成されているので、位置関係の点では、起毛されにくい。そこで、被覆弾性糸を起毛する
には、上記したように、繊度の差をつけておくことが必要である。すなわち、熱可塑性合
成繊維フィラメントＡは比較的に太くしておくことが必要であり、フィラメントＢの繊度
の約２倍以上であることが必要である。
【００１７】
本発明において、ピリングとは、ＩＣＩピリング方式において評価される毛玉の発生ない
しは外観不良の発生を意味する。
【００１８】
【発明の効果】
伸縮性を付与した起毛編み地はピリングに問題が有る。その理由は、編み地が、伸ばされ
た際にウェ－ルとウェ－ルの間の開いた部分から、単繊維が引き出されてピリングとなる
のである。この伸ばされて、開いた状態は、伸長率で言えば極めて僅かであり１０％以下
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である。
【００１９】
これは、ＩＣＩピリング測定方法を想起すれば理解できる。ＩＣＩピリング測定中に、ゴ
ム管に巻かれた伸縮性の布は、Ｂｏｘ中を回転中にゴム管の変形に伴って伸縮するが、そ
の伸びの程度は僅かであると思われる。また、ＩＣＩピリング測定と実際の衣服の着用は
、かなり良く対応するが、着用において、生地の伸度は数％～１０％程度が発現している
のが常態であるためである。
【００２０】
ポリウレタン弾性繊維を使用した起毛編み地の伸度は、横方向で３０％～１００％である
が、数％～１０％の伸度が発現した状態では本発明によると、共有した編目において、起
毛された被覆弾性糸の被覆フィラメントＡが、起毛主体のフィラメントＢと適度に絡んで
糸の反転、捻転などの動きを抑制するために、フィラメントＢにおける、ピリングとなり
易い単繊維の露出を抑えることによって、ピリングの発生が少ないのである。
【００２１】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明は何らこれに限定されるもので
はない。
【００２２】
実施例１
２８ゲ－ジ３０インチのダブルニット編み機を使用して、図１の組織の編み地を編成した
。図中（１）、（２）、（３）、（４）の順でリピ－トされて編み地が編成される。Ｋ，
Ｌ，Ｍ，はそれぞれ糸の別を示し、Ｋは，ポリエステル７５デニ－ル９６フィラメント（
起毛用の糸；フィラメント B ）、Ｌは、スパンデックス（株式会社クラレ製「スパンテル
」：登録商標）４０デニ－ルを３倍にドラフトしてその周囲にポリエステル加工糸５０デ
ニ－ル２４フィラメント（フィラメントＡ）を、１メ－トルあたり５００回の割りで中空
スピンドル方式でカバ－リングした被覆弾性糸、Ｍはポリエステル加工糸５０デニ－ル２
４フィラメントである。糸Ｌは、ダイアル側とシリンダ側双方でニットする。糸Ｋは、ダ
イアル側において、糸Ｌと編目を共有する。糸Ｋを給糸するに際して給糸張力は、糸Ｋの
張力より低めに設定することで、糸Ｋは、生地の表面を覆う。
【００２３】
このようにして得られた編み地を、起毛（針布起毛）－リラックス（９０℃）－プレセッ
ト（１７０℃×１分）－染色（１３０℃×３０分）－乾燥－起毛（針布起毛）－シャ－リ
ング－仕上げセットの一連の工程を通して、仕上げ幅１３０ｃｍ、目付４５０ｇ／ｍ 2  で
仕上げた。この生地の伸度は、ＪＩＳ　Ｌ　１０１８（一定荷重７５０ｇ，試験幅２．５
ｃｍ，標線間距離１０ｃｍ）において、タテ方向の伸度は５５％、ヨコ方向の伸度は４０
％であった。また、ピリングは、ＩＣＩ　５時間で４－５級、１０時間で４級と良好であ
った。
【００２４】
この例では、起毛用のフィラメントＢの単糸繊度（ｂ）は、０．７８ｄｒ，被覆糸の単糸
繊度（ａ）は、２．０８ｄｒであり、ａ／ｂ＝２．６６であった。起毛編み地の糸を解し
たところ、被覆糸はフィラメントＡの伸長、切断が見られ、実質的に起毛されていた。
【００２５】
比較例１
実施例１と同一の編み機、組織を用い、糸Ｋは実施例と同じポリエステル７５デニ－ル９
６フィラメント（起毛用の糸：フィラメント B ）、糸Ｌには、ポリエステル加工糸５０デ
ニ－ル２４フィラメントを使用、糸Ｍにはスパンデックス（株式会社クラレ製「スパンテ
ル」：登録商標）４０デニ－ルを３倍にドラフトしてその周囲にポリエステル加工糸５０
デニ－ル２４フィラメント（フィラメントＡ）を、１メ－トルあたり５００回の割りで中
空スピンドル方式でカバ－リングした被覆弾性糸を用いて編み地を編成した。この編み地
では、起毛用の糸Ｋと、被覆弾性糸Ｍは同じ編目を共有していない。この編み地の伸びは
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、（２）、（４）に用いた被覆弾性糸Ｍによって得られる。編成に際して糸Ｋの給糸張力
は糸Ｌの給糸張力より小さめに設定している。
【００２６】
この編み地を、実施例１と同様に加工をおこなって、仕上げ幅１３０ｃｍ、目付４３０ｇ
／ｍ 2  で仕上げた。この生地の伸度は、ＪＩＳ　Ｌ　１０１８（一定荷重７５０ｇ，試験
幅２．５ｃｍ，標線間距離１０ｃｍ）において、タテ方向の伸度は５１％、ヨコ方向の伸
度は３８％であった。ピリングは、ＩＣＩ　５時間で３級、１０時間で２－３級と不良で
あった。
【００２７】
比較例２
２８ゲ－ジ３０インチのダブルニット編み機を使用して、図１の組織の編み地を編成した
。（１）、（２）、（３）、（４）の順でリピ－トされて編み地が編成される。図中、Ｋ
，Ｌ，Ｍ，は糸の別を示し、Ｋは，ポリエステル７５デニ－ル９６フィラメント（起毛用
の糸：フィラメントＢ）、Ｌは、スパンデックス（株式会社クラレ製「スパンテル」：登
録商標）４０デニ－ルを３倍にドラフトしてその周囲にポリエステル加工糸５０デニ－ル
４８フィラメント（フィラメントＡ）を、１メ－トルあたり５００回の割りで中空スピン
ドル方式でカバ－リングした被覆弾性糸、Ｍはポリエステル加工糸５０デニ－ル２４フィ
ラメントである。糸Ｌは、ダイアル側とシリンダ側双方でニットする。糸Ｋは、ダイアル
側において、糸Ｌと編目を共有する。糸Ｋを給糸するに際して給糸張力は、糸Ｌの張力よ
り低めに設定することで、糸Ｋは、生地の表面を覆う。
【００２８】
こうして得られた編み地を、起毛（針布起毛）－リラックス（９０℃）－プレセット（１
７０℃×１分）－染色（１３０℃×３０分）－乾燥－起毛（針布起毛）－シャ－リング－
仕上げセットの一連の工程を通して、仕上げ幅１３０ｃｍ、目付４５０ｇ／ｍ 2  で仕上げ
た。
この生地の伸度は、ＪＩＳ　Ｌ　１０１８（一定荷重７５０ｇ，試験幅２．５ｃｍ，標線
間距離１０ｃｍ）において、タテ方向の伸度は、５８％、ヨコ方向の伸度は、４５％であ
った。ピリングは、ＩＣＩ　５時間で３級、１０時間で２－３級と不良であった。
【００２９】
この例では、起毛用のフィラメント B の単糸繊度（ｂ）は、０．７８ｄｒ，被覆糸用のフ
ィラメントＡの単糸繊度（ａ）は、１．０４ｄｒであり、ａ／ｂ＝１．３３であった。
また、起毛編み地の糸を解したところ、被覆糸は繊維の伸長、切断は見られず、起毛によ
る影響を受けていなかった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の編み地の編成図の一例である。
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【 図 １ 】
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